
令和４年７月１8 日 

 

コンビニ払い手数料の改訂について 

 

施設をご利用になられる皆様へ 

 

国立那須甲子青少年自然の家 所長 

 

 

 平素は当施設をご利用いただきまして、誠にありがとうございます。 

 このたび、施設使用料等の支払方法のひとつであるコンビニ払いの手数料が下記のとお

り改訂となりますのでご案内申し上げます。 

 つきましては、施設をご利用の皆様にはお手数をおかけいたしますが、内容をご確認い

ただき、ご理解とご協力を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 

 

記 

 

１．手数料変更の日時と料金 

令和４年８月３１日まで（現行）：１００円  → 令和４年９月１日から：１４０円 

 

２．留意点 

 ・ ８月３１日までに手数料１００円で発行された請求書については、９月１日以降も 

１００円のままお支払いいただけます。 

 

 ・ ８月３１日までに手数料１００円で発行された請求書であっても、金額の変更等によ

り９月１日以降に再発行となる場合には手数料が１４０円となります。（紛失等によ

る変更なしでの再発行については１００円のままとなります） 

 

 ・ その他ご不明な点などありましたら、以下までお気軽にお問合せください。 

 

以上 

 

 

 ＜本件お問合せ先＞                             

 国立那須甲子青少年自然の家 事業推進係                

TEL：0248-36-2331   MAIL：nasukashi-teisyutsu@niye.go.jp 


